
TOPICS

●農地・水・環境保全向上対策とは？
　農地・農業用水などの資源は、食糧を生産する
だけでなく、地下水のかん養や災害防止などの国
土保全、洪水防止、美しい景観形成など、普段意
識していないところで地域住民の皆さんに様々な
恩恵を与えています。
　しかし、農村地域の過疎化・高齢化の進行など
で、農地や農業用水路などの資源の維持管理が難
しい状況にあります。また、農業生産活動も、環
境問題に対する関心が高まる中で、環境保全型農
業へ転換していくことが求められています。
　こうした課題に対応するため、平成 19年 4月から農地や農業用水路などの資
源を保全向上する効果の高い共同活動と環境負荷を大幅に低減する営農活動を支
援する「農地・水・環境保全向上対策」が全国で実施されています。
●菊池市での多様な取り組み
　菊池市では、農業者だけでなく、地域住民・老人会・子供会・PTAなどが幅
広く参加する 79の活動組織が設立されました。
　農地周辺の草刈や水路の土砂上げなどの基礎的な活動のほか、水路や農道のき
め細やかな補修、景観作物の植栽、環境保全啓発用看板の作成など、住民が一体
となってそれぞれの地域の特色を活かした取り組みが積極的に行われています。
　また、環境負荷を大幅に低減する営農活動には 2組織が取り組んでおり、「環
境にやさしい農業」が行われています。その一部ですが、各地での取り組みを紹
介します。

農地・水・環境保全向上対策今年の４月から菊池市内各地で展開中！

①通水機能を維持するための水路の泥上げ
作業

②破損した水路の補修作業
③農道・水路の草刈
④⑤集落の水路に生息する生物の調査、調
査結果の記録

⑥集落を流れる水路の定期的な水質調査の
実施

⑦農薬の施用量低減のための水稲の温湯種
子消毒

⑧⑨景観を良好にするための植栽、管理
⑩水路沿いに植栽されたコスモス
⑪農村環境向上のための環境保全啓発用看
板の作成、設置（他の地域の看板は菊池
市ホームページで見ることができます。）

七城芝生交流広場

施　設　名 区　　分 市内者
（１時間）

市外者
（１時間）

野　　球 1　面 500円 1,000 円
サッカー 1　面 500円 1,000 円
ソフトボール 1　面 300円 600円
多目的広場 1　面 200円 400円

照明使用料 
全　面 2,000 円 2,000 円
半　面 1,000 円 1,000 円

ソフトボール 1面 1,000 円 1,000 円
※スポーツ活動以外で利用する場合は、上記使用料の 3倍
とします。ただし、照明使用料は除きます。

※グラウンドゴルフで利用の場合は、1団体 1コース 1
時間 100円とします。

各体育施設使用料（改正後）

菊池市立小中学校施設
学校施設（市立小中学校）使用料

施　設　名 区　　分 市内者
（１時間）

体育館
バスケットボール１面 200円
バレーボール１面 200円
バドミントン１面 100円

照明使用料 バレーボールコート１面を単位として、
１時間につき 200円とします。

柔道場 全　面
施設使用料 100円
照明使用料 200円

武道場 全　面
施設使用料 100円
照明使用料 200円

運動場 全　面
施設使用料 200円
照明使用料 1,000 円

泗水中
テニスコート 全　面

施設使用料 200円
照明使用料 200円

※グラウンドゴルフで利用の場合は、１団体１コース１
時間 100円とします。

七城木の研修交流施設
（ミーティングルーム）

区　　分
基本料金
（2時間
以内）

追加料金
（1時間
につき）

冷暖房料
（1時間
につき）

貸　切　り
高校生以下

市 内 者 1,000円 300円 500円
市 外 者 2,000円 600円 500円

宿泊中学生
以下（1人）

市 内 者 200円
市 外 者 400円

宿泊高校生
以上（1人）

市 内 者 500円
市 外 者 1,000 円

（パントリー）
区　　分 料　　金

貸切り
市内者 日帰り　500円 １泊　1,000 円
市外者 日帰り 1,000 円 １泊　2,000 円

（引率員室）
区　　分 料　　金

宿　泊
中学生以下（1人）

市内者 300円
市外者 600円

高校生以上（１人）
市内者 500円
市外者 1,000 円

（個室）
区　　分 料　　金

宿　泊
中学生以下（1人）

市内者 300円
市外者 600円

高校生以上（1人）
市内者 500円
市外者 1,000 円

泗水武道館
体育活動を目的として利用する場合

区　　分 市内者
（１時間）

市外者
（１時間）

全面 100円 200円
照明使用料 １時間につき 200円を加算します。
体育活動以外を目的として利用する場合

区　　分 １時間
営利事業に利用しない場合 2,000 円
営利事業に利用する場合 6,000 円

照明使用料 １時間につき 500 円を加算
します。

　今回紹介した他にも、すでに地域では様々な活動が展開されて
います。美しい農村、地域の資源を未来に引き継ぐためにも、皆
さんもこの活動に参加してみてはいかがですか ?
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